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26年度 ジュニアボランティア講座26年度 ジュニアボランティア講座
　7月から11月にかけて、町内の小中学生を対象とした
ジュニアボランティア講座を実施しています。8月の活動
では、コミュニティちゃばたけにお邪魔して
小さい子どもたちに読み聞かせを行ったり、
歌やゲームでふれあい交流を行いました。



　行政や民間企業の方々にご協力いただいています。また、民生
委員の方々にも同じようにご協力をお願いしています。

２，８７０，０００円

赤い羽根共同募金　　　　1，900，000円
来年度、全国の福祉施設や川俣町で、さまざまな福祉
活動に役立てられます。

地域歳末たすけあい募金　　970，000円
川俣町の１人暮らし高齢者の方々などに歳末慰問金と
して届けられます。

※戸別募金として、１世帯につき600円（赤い羽根400円、
　歳末200円）のご協力をお願いします。

　各家庭からのご協力によるもので、募金奉仕員さんがお伺いし
て集めます。

　民生委員さんと、ジュニアボランティア講座生の子どもたちが
絹市会場などで行います。

　町内の小中学校のみなさんに、組立式募金箱でご協力をお願い
します。

　公共施設、役場庁内、病院などの窓口に募金箱を
設置し、みなさんからのご協力をお願いしています。
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高齢者福祉のために
●ひとりぐらし高齢者の健康料理教室
●ひとりぐらし、ねたきり高齢者の友愛訪問
●介護者リフレッシュのつどい

町内の方々のために
●町内の要援護者の方々に見舞金を贈呈

ひとり親家庭のために
●食事券の支給

火災・水害被害に遭った方のために
●災害見舞金の支給

児童福祉のために
●親子ふれあい映画鑑賞会
●児童遊具の点検・修理

重度障がい者のために
●タクシー利用券の支給

原発事故で避難中の方のために
●山木屋地区仮設・借上げ交流会の開催
●山木屋避難世帯訪問事業
●町外からの避難者への支援
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赤い羽根共同募金配分事業赤い羽根共同募金配分事業赤い羽根共同募金配分事業

歳末たすけあい募金配分事業歳末たすけあい募金配分事業歳末たすけあい募金配分事業
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みなさんからご協力いただいた募金の約55％が、このように川俣町の地域福祉
活動に役立てられています。

（残りの45％は、全国の福祉施設などで活用されています）



　

次
の
方
々
か
ら
多
大
な
る
ご
寄
附
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を

心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

▽
赤　

坂　

今
井　
　

清
様

▽
川
俣
小
学
校
四
年
生
一
同
様

▽
大　

作　

根
本　

和
夫
様

　
（
故
ヤ
ス
様
）

▽
鉄
炮
町　

片
寄　

隆
臣
様

　
（
故
キ
イ
様
）

▽
橋　

本　

村
上
つ
や
子
様

　
（
故
秀
三
様
）

弁護士による無料相談会弁護士による無料相談会

　今年度の赤い羽根「住民支え合い助成事業」は、申し込みが予算金額に到達したため、
９月末で受付を終了しました。
　助成の承認を受けて９月以降に事業実施を予定している団体につきましては、事業終了
後福島県共同募金会へ精算報告の提出を忘れずにお願いいたします。

　川俣町社会福祉協議会では、川俣町の地域福祉計画策定に合わせて、
平成27年３月末までに地域福祉活動計画の策定を予定しています。
　８月下旬、策定に向けて高齢者、子ども、障がい者などの福祉関係
団体にご協力いただき、地域福祉に関する各種団体の意見を聴き取り
しました。
　いただいたご意見は、地域福祉活動計画の策定と合わせて、今後の
社会福祉協議会の事業を実施する際にも参考にさせていただきます。
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第１回ヒアリングの様子

　弁護士による無料相談会を下記により開催します。「相続問題」「離婚問題」「借金問題」などの法律に
関する専門的な相談を受付いたします。ぜひご利用ください。
　なお、限られた時間内での相談になりますので、事前に予約が必要となります。

【日　　時】　平成26年11月12日㈬　9：30～14：00
【場　　所】　川俣町老人福祉センター「いきいき荘」
【受　　付】　所定の用紙に相談内容を記入（電話でも可）
【電　　話】　５６５－３７６１（川俣町社会福祉協議会）
【申込期日】　平成26年11月５日㈬まで
【費　　用】　無料

　※当日は一般相談、行政相談も同時開催します。なお、受付用紙はいきいき荘のほか、保健センターと
　　中央公民館にも設置します

お 知 ら せ

地域福祉活動計画の策定に向けて、
　 各種団体にヒアリングを行いました
地域福祉活動計画の策定に向けて、
　 各種団体にヒアリングを行いました

△ 川俣小学校４年生一同様


